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日
本
公
法
学
会
規
約

第
一

章
総

則

第
一
条
本
会
は
日
本
公
法
学
会
(JapanPublic

LawAssociation)と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
文
京
区
本
郷

七
丁
目
三
番
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
に
置
く
。

第
二
章
目
的
及
び
事
業

第
三
条
本
会
は
、
公
法
(憲

法
・
行
政
法
・
国
法

学
及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
諸
部
門
を
含
む
)に

関
す
る
研
究
及
び
そ
の
研
究
者
相
互
の
協
力
を
促

進
し
、
か
ね
て
外
国
の
学
界
と
の
連
絡
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

次
の
事
業
を
行
う
。

研
究
者
の
連
絡
及
び
協
力
促
進

二
研
究
会
及
び
講
演
会
の
開
催

三
機
関
誌
そ
の
他
図
書
の
刊
行

四
外
国
の
学
界
と
の
連
絡
及
び
協
力

五
前
各
号
の
ほ
か
理
事
会
に
お
い
て
適
当
と
認

め
た
事
業

第
三
章
会

第
五
条
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

左
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
理
事
会
の
承
認
を
得

た
も
の
に
限
る
。

《
研
究
報
告
》

1日
本
学
術
会
議
の
選
挙
人
資
格
を
有
す
る
者

二
公
法
学
の
発
達
に
寄
与
し
又
は
寄
与
し
得
べ

き
者

第
六
条
会
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
定

め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え

て
、
理
事
会
に
申
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
書
面
は
、
会
員
二
名
以
上
の
推
薦
を
も
っ

て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
会
員
は
、
理
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
会
費
を
滞
納
し
た
者
は
、
理
事
会
に
お
い

て
、
退
会
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
機

第
九
条
本
会
に
左
の
役
員
を
置
く

一
理
事
若
干
名
、
内
一
名
を
理
事
長
と
す
る
。

二
監
事
若
干
名

第
十
条
理
事
及
び
監
事
は
、
総
会
に
お
い
て
選
任

す
る
。

理
事
長
は
、
理
事
会
に
お
い
て
互
選
す
る
。

第
十
一
条
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
、

三
年
と
す
る
。

補
欠
の
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
二
条
理
事
長
は
、
本
会
を
代
表
す
る
。

理
事
長
が
故
障
の
あ
る
場
合
に
は
、
理
事
長
の
指

名
し
た
他
の
理
事
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

国
家
に
よ
る
個
人
の
把
握
と
憲
法
理
論

第
十
三
条
理
事
は
、
理
事
会
を
組
織
し
、
会
務
を

執
行
す
る
。

理
事
は
、
常
任
理
事
若
干
名
を
互
選
し
、
こ
れ
に

常
務
の
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
監
事
は
、
会
計
及
び
会
務
執
行
の
状
況

を
監
査
す
る
。

第
十
五
条
理
事
長
は
、
毎
年
一
回
、
会
員
の
通
常

総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
事
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
何

時
で
も
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

総
会
員
の
五
分
の
一
以
上
の
者
が
、
会
議
の
目
的

た
る
事
項
を
示
し
て
請
求
し
た
と
き
は
、
理
事
長

は
臨
時
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
総
会
に
出
席
し
な
い
会
員
は
、
書
面
に

よ
り
、
他
の
出
席
会
員
に
そ
の
議
決
権
の
行
使
を

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ

れ
を
出
席
と
み
な
す
。

第
五
章
規
約
の
変
更
及
び
解
散

第
十
七
条
本
規
約
は
、
総
会
員
の
三
分
の
二
以
上

の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

第
十
八
条
本
会
は
、
総
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の

同
意
が
な
け
れ
ば
、
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

附
則

(
略

)
昭
和
五
十
一
年
改
正
附
則
(略

)

土
井

真
一


